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平成 30年 1月定例教育委員会会議録 
 

 

１．開催日時 ： 平成３０年１月３１日（水） ９時から１１時００分まで 

２．会  場 ： 臼杵市役所  臼杵庁舎３階  ３０１会議室 

３．出席委員 ： 教育長            斎藤 克己 

教育長職務代理者       垂井 美千代 

         委 員            渡辺 義弘 

委 員            野上 美智子 

委 員            神田 岳委  

   

４．出席職員           

教育総務課長        甲斐 尊     学校教育課長          小林 一彦        

社会教育課長        斉藤 隆生    文化・文化財課長      川野 徳明  

学校給食課長        安東 信二    教育総務課課長代理    荻野 健      

学校教育課総括課長代理   口石 愛     文化・文化財課課長代理  日高 昌幸     

社会教育課課長代理     那賀 啓史 

教育総務課主査       原  絢子    教育総務課主事      姫野 まりな 

  

５．傍聴人         木村 公治 

              

１．開会宣言 

開会に先立ちまして、本日の出席者の報告を行います。本日の出席者５名、欠席者０名で、出席者

が過半数に達しましたので、臼杵市教育委員会会議規則第３条の規定により本会は成立となりました。  

   

ここで、事前に皆さんにお諮りいたします。 本日の委員会について、１名の方から、会議を傍聴し

たいという申し出があります。傍聴に関しては、臼杵市教育委員会会議傍聴規則第２条の規定により、

どなたでも教育長の許可を受ければ傍聴できることになっています。傍聴は、教育長の許可制ですが、

教育委員皆さんの了解があれば許可するということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。  

   

（委員  許可）  

  

それでは、傍聴を許可するということにいたします。  

 

（傍聴者 入室）  

 

これより臼杵市教育委員会、平成３０年１月定例会を開催致します。本日の委員会の会期は本日一

日限りといたします。 次に、会議録署名委員に 野上委員と神田委員の２名を指名致します。  

  

今回、次第３の協議事項のうち、「報告第１号 専決処分の承認を求めることについて」と次第６の

「南中教育環境アンケートについて」を非公開としたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する
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法律第 14条第７項に基づき、採決を行います。  

賛成の委員は、挙手をお願いします。３分の２以上の挙手がありましたので、公開しないこととし

ます。 

 

２．教育長報告  

次第２の教育長報告を行います。インフルエンザで、各校学級閉鎖が停まらない状況です。まず、

１月３日に寒中水泳がありました。昨年は色々あって有志で行いましたが、今年は正式に実施いたし

ました。４日は、仕事始め式でした。７日は臼杵市の成人式がありました。成人者数 329人、出席者

が 296 人でした。今年も実行委員８人で準備し、いい成人式が出来たなと思っています。１２日に、

管内教育長会議が大分でありました。毎年、この時期は人事異動の関係で今後のスケジュールについ

て説明がありました。教職員の人事異動が本格化します。 

 

１４日に、身障者の市職員の採用試験がありました。１００人いれば２、３人採用とか、市にもそ

ういった率があって常に採用が必要ということで、１４日に試験があって、１７日に試験委員会で、

１名合格するようにしています。１５日に定例校長会ということで、教員について、2020年に学習指

導要領が変わったり、来年は年号も変わったり、働き方改革もあり環境も変わってくるということで、

管理職、あるいはミドルリーダー中心で学校経営の在り方について学んでいく必要があるということ

で、今年３０、３１年は準備の年ということで色々勉強していただきたいということで、今後計画に

ついて説明いたしました。 

 

１６日は臼杵市の基礎基本テストを実施しました。２月はじめ、１０日くらいに結果が分かると思

います。１８日に市町村教育長会議が、例年２回目なんですけど今年は３回目ということで、この時

期にしました。特に、教職員の働き方改革、昨年５月に臼杵でもした地域別意見交換会を、１巡する

んで２巡目について協議しました。少し間隔が狭いので、ゆったりやろうかとお話を進めています。 

 

また、２０、２７日にも関連しますが、２０日が臼杵っこガイド、２７日が臼杵っこ学芸員という

ことで、それぞれ講習会がありました。ガイドは１１期生ということで９人、学芸員は８人。１２月

から３月まで４回の講習ということで、この日が第２回でした。２３日ですが、人事異動の関係で各

校長のヒアリングを実施いたしました。来年度教職員の異動についてヒアリングがありました。１人

だけインフルエンザで出来なかったので、今週月曜日に行いました。 

 

２６日は、定例教頭会でしたが、この時も学校経営についてということで、これからの考え方につ

いて説明しました。２８日に、スポーツ少年団交流駅伝大会が市民球場で、約２８０人が寒い中元気

に走っていました。２９日月曜日から教育委員会事務局のヒアリングを行います。今日が定例教育委

員会と、第３回目の３つのきょう育推進会議が３時から行われます。今年の総括と、来年度に向けて

ということで、教育事務所長の後藤所長が地域と連携に期待することということでお話をいただきま

す。県の取り組みを交えながら取り組んでいただけたらと思います。今日、高知県から西中に視察に

来ています。３つの提言の取り組みで、色々やっているのでそれを見たいということです。 

２月１３日に、岡山県倉敷市から西中に視察へ行きたいとの事です。質疑等がありましたらお願い

します。 以上で、教育長報告を終わります。 
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３．議事  

（教育長） 

これより次第３の協議事項に入ります。報告第１号に入る前に、傍聴者の退席を命じます。  

 

（傍聴者 退席後）  

 

（傍聴者 再入場） 

第１号議案「臼杵市公民館条例の一部改正について」説明します。  

 

（社会教育課長）  

 臼杵市公民館条例（平成１７年臼杵市条例第２０２号）の一部改正について、議会の議決を必要と

するので、下記議案を提出することについて、臼杵市教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵

市教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定に基づき議決を求めるものです。資料の１Ｐ目をご覧

ください。南津留連絡事務所が南津留地区コミュニティセンターという形で設置されます。これに伴

い、公民館条例にある、臼杵市南津留地区公民館に関する規定を改正します。改正点は、大きく３点

あります。第１条改正：臼杵市公民館条例 臼杵市南津留地区公民館の所在地の改正を行う。それか

ら、過去、上北地区、下ノ江地区の公民館がコミュニティセンター化した時、地区公民館としての位

置づけが不明確になっていたのかなと思います。そのため、コミュニティセンターを地区公民館と位

置付ける規定を設けます。もう１点、今回の南津留地区公民館の効力が失効するために、公民館条例

の中での位置づけを、指定管理期間が切れるにあたって削除する、の３点です。 

 まずセンター化することについての説明が分かりづらいので、資料４Ｐ目をご覧いただきたいです。

南津留地区コミュニティセンターの今後の管理運営についての概念図について、現行が南津留地区連

絡事務所がコミュニティセンターになるにあたって、連絡事務所には南津留地区公民館という機能が

あります。３０年４月１日以降も、指定管理として南津留地区区長会に指定管理を行っています。指

定管理の期間が、平成３２年度まで残っていますので、継続したいと考えています。コミュニティセ

ンターは、連絡事務所からコミュニティセンター化しますが、市の直営として協力していく、南津留

地区公民館の指定管理が切れる平成３３年４月１日に、併せてコミュニティセンターの指定管理をす

る、というのが条文の第１条、そして第２条削除です。削除規定について、平成３３年４月１日から

施行ということです。削除項目について、資料編の８、９Ｐです。開館時間、休館日、住所が失効し

ます。今回は、コミュニティセンター化されてくるので、資料編の２Ｐ目について、今回の議会では、

市長部局の秘書総合政策課が所管している臼杵市コミュニティセンター条例の改正に合わせて、今回

定例教育委員会で挙げている公民館一部改正を同時に出して、審査をいただこうという形です。以上

です。 

 

（教育長）  

 少しややこしいですが、住所の変更と３２年末で、公民館を削ることになります。 

第１号議案については、承認してよろしいでしょうか。  

（委員承認）  
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第２号議案「臼杵市体育施設条例の一部改正について」説明します。  

  

（社会教育課長）  

 臼杵市体育施設条例（平成１７年臼杵市条例第２０６号）の一部改正について議会の議決を必要と

するので、下記議案を提出することについて臼杵市教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市

教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定に基づき議決を求めるものです。深江地域体育館及び深

江地域グラウンドを廃止することとしたいので提出するとありますが、旧深江小中学校の体育館とグ

ラウンドが、廃校に伴い、現在地域体育館、地域グラウンドとして位置づけて体育施設条例に上がっ

ています。現行、上浦深江地域の地域振興協議会の拠点という形の活動をされています。地域振興協

議会からも、地域振興協議会の拠点施設としての活用をさせてほしいと要望が市長部局に出ていると

いうことで、今回体育施設条例から３月末で廃止し、３０年度に施設整備、３０年度中に地域振興協

議会の拠点施設になるということです。 

 

（教育長） 

説明が終わりました。地域の拠点施設として体育館を改修して使いたいということで、そういった

改正です。 第２号議案については、承認してよろしいでしょうか。  

第３号議案「臼杵市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正について」

説明します。  

  

（学校教育課長）  

 臼杵市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則（平成１７年臼杵市教育委員会規

則第１５号）の一部改正について、臼杵市教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員

会規則第６号）第１条第２号の規定に基づき、議決を求めるものです。杵市立学校職員の職務に専念

する義務の特例を一部明確化する必要があるためということで、先生が運転免許の更新手続きを、職

免で行ってましたが、明文化されていなかったので、１３Ｐにあるよう、（９）として運転免許の更新

手続きをする場合という所を明確に記載して、分かりやすく改正をしました。以上です。 

 

（教育長） 

 臼杵市教育委員会職員の、ということですが臼杵市立学校職員の、ということで変更いたしました。

それと、運転免許の更新の際、職務専免の特例としてやっており、明文化したということです。質疑

等がありましたらお願いします。第３号議案については、承認してよろしいでしょうか。  

 

（委員承認） 

 

第４号議案「臼杵市立学校管理規則の一部改正について」説明します。  

  

（学校教育課長）  

 具体的には資料の１４Ｐ、１５Ｐをご覧ください。臼杵市立学校管理規則（平成１７年臼杵市教育

委員会規則第１８号）の一部改正について、臼杵市教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市

教育委員会規則第６号）第１条第２号の規定に基づき、議決を求めるものです。もともと４条２項の
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ところに、校長は教育上必要であると認めるときにはあらかじめ教育委員会の承認を得て、前号第１

号及び第２号に規定する休業日に授業を行うことが出来るという一文がありますが、長期休業中に小

学校も中学校も学校に出て学習を行っている現状があります。その中で、長期休業中に授業時数確保

の観点から校長の判断で授業を行ってその授業を授業実数としてカウントできるという形で、休業中

に授業日を設定できるという形に改正しました。理由が、休業日に授業を行う授業日を認める必要が

あるためです。以上です。 

 

（教育長） 

説明が終わりました。端的に言うと、小学校の授業時間が、３０年度に１５時間増え、３２年度が

３、４年生が３５時間、５、６年が７０時間増えるので授業時間を確保する必要があります。夏休み

の短縮等の問題がありますが、現実、学校では夏休みに授業をしている実態があったり、今夏休みに

出ているのは授業時間にカウントしていないんですよね。それをカウントできるようにしたいという

ことで規則を、対応できるように。資料１４Ｐ第４条２項ですが、休業日の捉え方ですが、祝日、土

日に授業を行うことが出来ますが、長期休業日も含め授業カウントできるよう変えたいということで

す。今後の授業時間の確保のための改正です。補足でした。質疑等がありましたらお願いします。  

 

（垂井委員）  

 土曜日を授業日にしようという取り組みの新聞記事がありますよね。県下によって土曜日、夏休み

の取り扱いがばらばらですよね。その中で、夏休みも全校がステップアップをやっている訳ではなく

て、学年によって日にちがまちまちであったりする取り組みは規則によって明記、拘束されていない

ので、自由に、少しでも遅れを取り戻すというような。これが拘束をして行って、授業日にカウント

するんだからやって行けよ、というのは私は法で拘束するよりも子供の実態に合わせた教職員の熱意、

誠意で、というのがやる気も出るのではないかなと思います。ねばならないという形になってはいけ

ないと思います。授業時間の確保というのは考えなければいけないし、ただ現場にいたから感じるこ

とですが、４５分、５０分の授業を言い方が悪いですがてれてれやっていて、そのために補習をする

より、４５分、５０分で勝負しようという、少なくとも教育委員会が指導するときに土曜日、祝日、

夏休みに、こんな言い方はしないと思いますが、どんどん授業していいんだよ、校長判断でどんどん

しなさい、授業カウントになるんだよ、という認識にならないよう願いたいです。 

 

（教育長） 

 ありがとうございます。授業時間の確保というのはどうしてもあるので、事前に校長先生とお話さ

せていただきました。３０年度が、１５時間増えますので来年度、夏休みを授業カウントできるよう

にした上でその先をどうしていくか、もう少し考えていきましょうということで、現場に負担をかけ

ないようしていきたいと思っています。 

 

（垂井委員） 

 あわせて、確保された時間の中で先生方が勝負をしていく方向と言っていただきたいです。 

 

（渡辺委員） 

 市長との話し合いの中で、中学校は全校エアコンが付いたので、長期期間中授業をしてもいいんじ
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ゃないか、どうして夏休みを取る必要があるのか、と少し表現が違うかもしれませんが、そういうニ

ュアンスの言葉があったのが気になっていましたが、こういう規則を作ることで、規則があるんだか

らどんどんやってもらいたいという意向になり、学校に押し付けというか、重圧がかかってくるよう

な気がしますので、気がかりな点があるので言っておきたいです。 

 校長先生も、これで授業カウントすればいいじゃないかと簡単な気持ちで夏休みを短くすることは

現状において問題があるんじゃないかと思います。そういうのも合わせて、もしかすると次回ある市

町村との話し合いの中で話題にならないかと気になっています。 

 

（教育長） 

 仮にそういう場があればそういった意見も出していただきたいと思います。基本的に校長判断で授

業ということで、教育委員会がこうしなさいというのではなく、それぞれ学校で事情があると思いま

すので、そこは柔軟に対応してもらいたいと私個人では思っています。 

 

（渡辺委員） 

 今まで授業時間が足りず、事務所からも市教委からも指摘をうけてきた現状があるので、現実的に

基準になる授業数に至らないということはあります。それを取り戻すのにどうするかというのが現場

の悩みでもあったので、これが出来ることで多少解消することについて、そういう面で非常に有難い

です。 

 

（教育長） 

第３号議案については、承認してよろしいでしょうか。  

（委員承認）  

  

 ４.学力向上について 

（教育長） 

これより次第４の学力向上にはいります。  

「課題の見られる学校への３学期巡回指導の実施について」、「臼杵市基礎基本テストをふまえてのフ

ォローアップについて」説明します。  

  

（学校教育課長） 

 ３学期授業力向上のための巡回指導実施要綱という資料をご覧ください。昨年度は全ての小中学校

に県の方から巡回指導がありましたが、今年度は臼杵市の方でテスト結果も分析し、重点校というこ

とで、数校指定し、３学期の巡回指導に回っています。４番目に対象校を載せています。基礎基本の、

国、県の学力調査の各校の分析、その後の取り組み、また資料の後ろの方に学校訪問の際に教育委員

さん方が、それぞれ各校にご指摘いただいたことを学校に確認し、どのような形で改善に取り組まれ

ているかを確認の意味も含め、大分教育事務所と連携し巡回指導を行っているところです。ご指摘い

ただいたところと、学力調査後の改善をポイントとして、巡回指導をしています。 

 

それから、臼杵市基礎基本テストをふまえてのフォローアップについてという所で、１月の報告に

あった通り、１月の１６日に市の基礎基本テストを実施しました。１年間の学び残しがないように、
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ということで県、全国の調査をうけてそれぞれの学校の取り組みがどのような成果として顕れるかと

いうことで毎年この時期に行っている基礎基本のテストです。テスト結果が、２月１３日に分かるよ

うになっていますので、今回も国と県の調査と同じようにしっかり学校で分析していただいて、市と

してもフォローアップしていく、学び残し０が実施できているかどうか、必要があれば学校訪問をし

て、短い期間ではありますが、子供たちがしっかりとその学年の学力を身に付けるための取り組みを

どう行っていくかというところも指導していきたいと思っています。 

 

もう１枚、平成３０年度に向けて指導主事派遣申請を行う校内研修についてという資料についてで

す。例年３学期は忙しく、研修に指導主事を派遣してくださいというのは少ない学期ですが、本年度

は先生方の意識が高まってきており、３学期においても授業改善をして行こうということで多くの学

校から派遣依頼があっています。意識が高まってきています。 

また、県外から西中の学力向上の取り組みの視察をしたいということで、１月３１日に高知県、２

月１３日に岡山県倉敷市の先生方が視察に来るということになっています。以上です。 

 

（教育長）  

 最後の資料に、臼杵市から「先進地視察」ということで、西中と北中と市教委、村松が行っていま

すが昨日、今日にかけて岐阜県に勉強に行ってもらっています。長良中学校が、小中一貫のコミュニ

ティスクールということで、そういった取り組みを勉強に行ってもらっています。こういったことも

含め、各校に広めたいと思います。質問等ありましたらお願いします。 

 

（渡辺委員） 

 先進地の視察は、人数の関係もありますが、東とか南とか野津は１人もいませんが。 

 

（教育長） 

  原教授が、西中学校に６月に見えられて、西中学校と原先生がやり取りしていて、西中が中心とな

って向こうに行きたいという話をしていて、北中が研究発表があって、そこも一緒に授業を見ていた

だいて、原先生に平成３０年度の研修に来ていただくということで、できれば視察に、おっしゃる通

り他の学校も含めて少しずつ広めていきたいと思います。今回は、関係している学校の先生達だけで

した。 

「外国語と道徳について」説明します。  

  

（学校教育課長） 

 まず、外国語についてです。資料をご覧ください。平成３２年度より、外国語教科化ということで、

授業時間として、来年度は１５時間増、３２年度からは３５時間増です。３、４年生が、外国度活動

という現在５、６年生が行っているものなんですが、コミュニケーションを図る素地となる資質、能

力となっています。ポイントとして、３領域 ①聞くこと ②話すこと（やりとり） ③話すこと（発

表）とありますが、やり取りというのは英語に対して聞かれたことに答え、会話をする。発表という

のは人前で自分の考え、気持ちを話すようにするというのが発表です。外国語活動の学習課程ですが、

課題の設定、活動、振り返りという流れです。今使っている教材は「Hi Friends」でしたが、３、４

年生の新教材は「Let’s try」が入るようになっています。 
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５、６年生の比較ですが、目標はコミュニケーション能力の基礎を養うということで、ポイントを、

５領域の①聞くこと ②読むこと ③話すこと（やりとり） ④話すこと（発表） ⑤書くこととな

っています。聞くことは、短い話の概要を捉える、読むことは、文字の名称、話すことのやり取りが、

伝え合いが出来ること、発表につきましては、自分の考えや気持ちを表現できるようにする、書くこ

とについて、書き写すということで単語を全て覚えて、スペルを全て書けるという訳ではなく、絵を

見たり単語を見たりして書き写すこととして捉えています。学習課程ですが、３、４年生と違う所は

ご覧いただいたら分かると思いますが、３、４年生は振り返りでしたが５、６年生はまとめと振り返

りとなっています。教材は「We Can」が新しく入ります。 

 外国語活動、外国語化の年間指導計画という綴じをご覧ください。３学年、４学年、５学年、６学

年の年間指導計画が流れになります。使用教材のところにＬＴとありますが、３、４年生新教材の

「Let’s try」です。 

 

３年生について、表裏にＡ案とＢ案がありますが、３年生は初めてということで、Ａ案の１学期の

間に２時間する計画がいいのか、Ｂ案の１学期に６時間する計画がいいのか、現場で試行錯誤しなが

らＡ案とＢ案があるので、どちらかを、１月、３月の一番下の帯で扱うというところがありますが、

３、４年生外国語活動はの帯で扱うという所はふさわしくないというところがありますので、絵本の

読み聞かせの内容ということです。 

 

４年生については、Ａ案、Ｂ案はありませんが、学校によって実態に応じて変更して、Ｂ案も考え

られるかなと思います。４年生もＬＴを使います。 

 

５年生の部分です。教材はＨＦということで、「Hi Friends」という教材を使って取り組みます。９

月、１２月のところにＬＴが入っています。４年生の復習もして行っていくこと、それから今使って

いる「Hi Friends」、新しい教材の「We Can1、2」ということで、３つの教材になります。 

  

６年生は、同じように「Hi Friends」、「We Can」を使って行うという形で復習も兼ねて、授業を進

めていきます。これが模範となる年間指導計画で、学校毎で年間指導計画を作って、実施します。 

 

 続きまして、道徳についてです。カラー刷りの、２枚の資料です。３０年度から小学校については

「特別の教科道徳」として実施されます。中学校については３１年度からということで、教科書の選

定については小学校は、今年度に終わっており、中学校は来年度選定します。道徳教科化の背景です

が、深刻ないじめに本質的に向き合うということでいじめを題材にした内容も、道徳の教科書に含ま

れているということです。それから、グローバル化、情報化の急速な進展、科学技術の進化と新たな

問題、また社会全体の持続可能な発展ということで、それぞれの項目に応じた内容が新しく設定され

ています。道徳的な心情、道徳的な判断力、実践意欲を培って、本人たちが生きていく中で道徳的な

姿勢を身に付けようということが狙いです。 

  

次のページです。教育課程の編成です。２２項目ありまして、３５時間なので１３余りますが重点

目標について、学校によって項目の中から力を入れる内容をいくつか選択し、重点目標として設定を
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して、重点目標に力を入れるよう展開していきます。３番目の年間指導計画について、書いてある通

りです。２２項目ですが、１時間ごとに授業をすれば１３時間の余剰時間が出て、この時に１３時間

を活用して各学校の重点内容について展開する流れです。 

 指導につきましては、教科書の使用、道徳的評価の価値です。道徳の活動内容につきまして、文章

評価で行っていくという風になっています。 

 評価についてです。学習状況を評価する、個人内評価をする、指導要録と通知表ということで、記

述式で評価する形になります。以上です。 

  

（教育長） 

委員の皆さま、学力向上に関して、何かご意見はありませんか。  

 

（野上委員） 

いじめに対する、本質的な問題に向き合う中で、いじめちゃいけないという教育だけでなく、いじ

めたくなる心理、いじめる方の心理をもっと出していく、いじめたくなる人の背景には何があるか、

いじめられる子と、いじめる子の両方に上手く入り込めるかな、と思うので配慮をお願いします。 

 

（垂井委員） 

 英語ですけれども、ベビー公文というのがあって、７か月、８か月から英語を聞かせるというよう

な、家庭の経済力なのか意欲があるとみるか分かりませんが、グローバル社会を生きる子ども達への

せめてできればということかもしれません。そんな生まれてすぐ、３歳になったら、５歳になったら

とかいうような英語に対しての課程の認識の強い子ども達が居る中で、私は良い方に捉えて、同じよ

うにしてあげる、中学から英語じゃなくて、小学校３、４年から英語環境に学校がしてあげるという

のは均一化、均質化してあげるということでまさに教育の機会均等と捉えたいと思います。それは良

いなと思いますが外野から色々な声が聞こえてきます。先生達はなんというかと言うと、英語は発音

なんです。小学校の先生達がとても気にしてるのは、中学であなたたちの発音はでたらめだ、と言わ

れたときに非常に責任が持てないということがあり、一つの手立てとして英語専科、中学で免許を持

っている先生が近隣の兄弟校の小学校に音楽や美術を教えに行く、そういう形で、できるだけいい方

に、効果があるように英語環境を作っていただきたいです。 

 

 次に道徳です。教科にしたからいいということではないと思います。急速なＩＴ化の中で、人間じ

ゃない機械が何もかも操作をして行く中で、今野上さんがおっしゃったいじめは、加害者の実態を分

析して治療していくことが、被害者がかわいそう、というだけでなく今こそ教科にした道徳というこ

とではなくて、道徳の進化が問われると思います。道徳は生き方です。優しさ、価値ある生き方、人

間らしい生き方を追求していくということですから、学校や地域に合わせて実態の分析力を考え、一

方で心の無い機械が開発される中で、生き方、心を育てる道徳はどうあるべきかを考えていくことが、

教科になった道徳のしないといけないことだと思います。理不尽な殺人事件を見るときに道徳教科制

で何が出来るか、道徳の本質を今こそ、と思います。教科になった、道徳は学校がすればいいとなら

ないよう、家庭教育も含めて生き方を考えていく、加害者が何を考えてきたのか、どう育ってきたの

か、そういった道徳の方向というのを考えて。道徳は、評価は相当難しいと思います。 
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（学校教育課長） 

 英語化は、おっしゃる通り先生方の不安等もありますので、ＡＬＴ、地域の方の活用をして、取り

組んで行きたいと思いますし、ＡＰＵのベルガー教授と連携し、ＡＰＵの学生も学校に来て子ども達

とふれあったり、コミュニケーションを取りながら、ただ学ぶという訳ではなく、楽しいという感覚

をつけてほしいと思います。 

 

（安東指導主事） 

 来年度から道徳を実施いたします。先ほど野上委員がおっしゃってた、いじめに関することについ

て、うちのクラスでいじめに近いことがあった時に、なぜいじめをするんだ、と対処療法的な指導を

してきたことに反省をしています。それでは今回求めている、子ども達が自己を見つめる、自分事と

して考えるということが足りなかったんじゃないかと思います。事故を見つめるような実践を、各学

校で出来るよう指導してまいりたいと思います。また、外国語に関しましては、話は変わりますが外

国語指導助手の高野悦子先生と授業についてお話しする機会がありますが、やはり比較をしている訳

ではありませんが、いい授業というのは英語力があるわけではなくて、専門の、担当の先生と一緒に、

私は英語が得意じゃないけれど、みんなと一緒に勉強して行こうね、という気持ちがあるクラスの子

供たちは非常に生き生きと学習していると聞いています。そういった意識を持つということと、地域

人材の確保は様々な方の力をお借りして、学校に負担がないよう努めていきたいと思います。以上で

す。 

 

（教育長） 

 英語、道徳、課題があります。英語について、専科教諭のことも言われましたが国が来年度 1000人

増やしてということもあるので、そういった部分の確保と、小中一体の取り組みも活用できないかと

思いますので、出来るだけ先生方の負担を和らげていくかが大事だと思います。 

道徳は、難しいと思います。地域と家庭、学校を繋げて行く教育ネットワーク作りを進めているの

で、そこを踏まえながら子ども達の心を育てていく必要があると思うので、地域性を活かしながら取

り組んで行ければと思います。先ほど野上さんがおっしゃられたいじめる側の心理も含め、しっかり

やって行く必要があるな、と私個人の考えであります。 

以上で、次第４を終わります。 

 

５．教育予算等について  

（教育長） 

委員の皆さま、その他、教育予算等について、何かご意見はありませんか。  

   

（教育総務課長） 

 エアコンについて、確定ではありませんがお知らせしたいと思います。小林課長から学校管理規則

の改正の授業時数の改定、英語教科化等の取り組みがありましたが、小学校のエアコン整備について、

市長が強く夏休みにおける学力向上についての取り組みを、セットで取り組んでくれということで、

お気持ちが強かったので基本的には平成３２、３３年に夏休みに受ける授業時数の確保、加えて英語

教科化について、３２年度３５時間の英語教科化を見据えた場合、方向性としては夏休みの短縮等せ

ざるを得ないと説明をさせていただいて、それを踏まえ３０年度当初予算、２９年度補正予算で全て

ではありませんが、前倒しで小学校のエアコンの整備に取り組むような状況です。詳しくは、市長査
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定が間もなく終了しますので２月の定例教育委員会において、補正金額、当初予算額についてお知ら

せしたいと思います。 

 

（教育長） 

 整備に向けて、エアコンの状況の報告でした。 

 

（垂井委員） 

 お金がかかるうえで、やりくりが大変だということは重々承知ですが、例えば先進校の視察に出か

けると、５校中の２校でなく各学校の研究主任がいますよね。各学校の研究主任も一緒に行けるよう

な予算取り、計上が出来て、そういった配慮が出来たらいいなと思います。 

 

（教育長） 

 当初予算でも、補正でも対応していきたいと思います。以上で、次第５を終わります。 

 

６．その他について  

（教育長） 

次第６．「幼児教育基本方針策定の経過報告について」説明します。  

  

（教育総務課長）  

６月から保育士、幼稚園教諭、小学校１年の学年担任等現場の声を受け止めることからスタートし

た幼児教育基本方針ですが、垂井委員にも有識者として参画頂いていますが、有識者並びに幼児教育

に責任を持つ幼稚園、保育所の園長先生方、あるいは学校長等々の参画をいただきまして、これまで

４回の協議を重ねてきました。その途中において、市議会の意見を求めるなど様々な各界の意見をい

ただきまして、昨年１２月２２日第４回幼児教育推進協議会において、臼杵っこ育ての羅針盤～心も

体もいきいきと輝く真珠へ～幼児教育基本方針への理念を銘打つことを了解事項として、昨年１２月

２２日の段階で方針の内容教育に対する手続きを、結審いたしました。 

今後のスケジュールについてですが、２月２０日に、幼保小連携協議会において、来年度、幼児教

育基本方針を基にどのような実践をして行くのか、というのを議論いただくこととなっています。３

月２日には第５回の幼児教育推進協議会を開催いたしまして、同様に来年度幼児教育の実践をどうし

ていくのかという議論をして行きたいと思っています。併せて、２９年度補正予算で幼児教育基本方

針のダイジェスト版を作る予算をいただいておりますので、内容について協議してまいりたいと思っ

ています。 

教育長もおっしゃっておりますが教育方針も作ることが目的でなく、この内容をいかに実践してい

くかということが来年度以降の大きな課題となっていますので、この冊子が間もなくできますので、

改めて来年度の実践の取り組みについて、ご議論いただければと考えています。 

  

（教育長） 

説明が終わりました。意見等がありましたらお願いします。  

 

「授業時数の確保について」説明します。  

  

（学校教育課長） 

 資料をご覧ください。外国語活動の授業時数の確保ということで、資料をご覧ください。授業時数

の確保についてです。平成３０年度は、１５時間の確保、平成３１年度は３５時間確保を目標とする

としています。後で詳しく説明申し上げます。平成３２年度からは完全実施ということで、３５時間

確保しますので、３、４年生が、外国語活動が３５時間。５、６年生はプラス３５時間で、現在と合
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わせて７０時間です。将来的に夏休み短縮の可能性もありますし、平成３０年度には校長の裁量によ

り夏季休業中に授業時間を確保する、月曜日の６時間目を活用する。現場では特別活動としてクラブ

活動、委員会を実施していますが、月に１時間程度は確保できるということで、他郡市も月曜６限を

活用するというところが多くあります。この二つを活用して、学校毎に１５時間の確保をしていただ

くということで、提案しようと思っています。長期休業中に授業を実施してその時間が授業時数とし

てカウントできるよう規則を改正する、エアコンについても予算確保に向けて取り組んでいるところ

です。３１年度以降の確保の方法につきましては、３０年度に決定します。校長会には２月に方向性

をお伝えする予定です。 

  

３１年度より３５時間実施することについてをご覧ください。３２年度より３・４年生外国語活動、

５・６年外国語教科化が完全実施となります。年間計画があったと思いますが、国や県から示されて

いるもので、臼杵市としても対応の準備を進めています。他郡市においても、１年前倒しの３１年度

から完全実施している郡市がある。県内で５郡市、別府や豊後大野等、大分市は６０時間の実施とい

う風になっています。その中で、英語によるコミュニケーション、英語の学力保障が必要であるため、

Ｈ２９年度からＡＰＵベルガー教授の支援指導を得ながら教職員の研修を計画的に実施し、子どもた

ちが、英語が好き、楽しいという授業を実践できるように取り組んでまいりたいと考えています。大

学入試の見直しも視野に入れ、しっかりと時間を確保していきたいと考えております。計画も、１５

時間の中ＬＴ1/8 とか 1/9 とか書いてありますが、実際の Let’s try の中から１５時間セレクトし

て、１年目はやる。３２年度からは全てを３５時間かけて、Let’s try をやるようになりますので、

先生方も実践する中で、戸惑いも少なからずあると思います。事前に準備していきますが、先生方の

スピードアップも、早目に取り組むことで３２年度から、より確実になるのではないか、子ども達も

沢山の時間を重ねることで繰り返しで覚えていく部分、経験が長いほど会話、対話等の学力がついて

いくのではないかと考えますので、臼杵市としては、３１年度、３５時間確保を目標に今後取り組ん

で行きたいと考えております。３２年度に向けて、より内容を充実して完全実施を迎えたいと考えて

います。以上です。 

 

 

（教育長） 

説明が終わりました。意見等がありましたらお願いします。  

「卒業式の出席について」説明します。  

  

（学校教育課長）  

  資料をご覧ください。３月２０日に小学校、３月３日に中学校の卒業式があります。３月１６日の

幼稚園の卒園式の予定も入れております。過去１０年位の、教育委員さんの三課の実施状況を踏まえ

て、長い間行ってない、または行ったことの無い学校で平等に振り分けて、そこに設定していますの

で、了承していただければと思います。 

  

（教育長） 

 それぞれ大丈夫ですかね。都合が悪くなった際は早めにご連絡をいただけると助かります。 

 

（渡辺委員） 

 ちなみに、入学式はいつですか。 

 

（学校教育課長） 

 ４月１０日が小学校、１１日が中学校です。 
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 （教育長） 

次第６．その他の「南中教育環境アンケートについて」に入ります前に、これ以降閉会まで非公開

といたしますので傍聴者は、退席をお願いします。  

 

（傍聴者 退席後）  

  

（教育長） 

以上で、次第６を終わり、これをもちまして、１月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員            

 

会議録署名委員            

 

会議録作成者             


